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議案第１号 

 

平成３１年度鹿嶋市一般会計予算 

 

 平成３１年度鹿嶋市一般会計の予算は，次に定めるところによる｡ 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２３,４５６,０００千円と定める｡ 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による｡ 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表 債務負

担行為」による。 

（地方債) 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還

の方法は，「第３表 地方債」による｡ 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，２,０００,０００千円と定める｡ 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のと

おりと定める。 

（１）各項に計上した給料，職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く｡）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 
    

平成３１年２月１５日提出 

鹿嶋市長 錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 市 税 11,272,205

 1 市 民 税 4,484,254

 2 固 定 資 産 税 5,865,826

 3 軽 自 動 車 税 178,400

 4 市 た ば こ 税 743,725

 2 地 方 譲 与 税 307,000

 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 73,000

 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 180,000

 3 特 別 と ん 譲 与 税 54,000

 3 利 子 割 交 付 金 11,000

 1 利 子 割 交 付 金 11,000

 4 配 当 割 交 付 金 40,000

 1 配 当 割 交 付 金 40,000

 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 35,000

 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 35,000

 6 地 方 消 費 税 交 付 金 1,256,000

 1 地 方 消 費 税 交 付 金 1,256,000

 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 12,000

 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 12,000

 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 55,000

 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 55,000

 9 地 方 特 例 交 付 金 60,000



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 地 方 特 例 交 付 金 60,000

10 地 方 交 付 税 1,012,180

 1 地 方 交 付 税 1,012,180

11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 7,100

 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 7,100

12 分 担 金 及 び 負 担 金 276,868

 1 負 担 金 276,868

13 使 用 料 及 び 手 数 料 196,276

 1 使 用 料 132,734

 2 手 数 料 63,542

14 国 庫 支 出 金 3,606,298

 1 国 庫 負 担 金 3,038,543

 2 国 庫 補 助 金 552,557

 3 委 託 金 15,198

15 県 支 出 金 1,957,138

 1 県 負 担 金 1,098,434

 2 県 補 助 金 704,132

 3 委 託 金 154,572

16 財 産 収 入 19,157

 1 財 産 運 用 収 入 12,388

 2 財 産 売 払 収 入 6,769

17 寄 附 金 151,000
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（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 寄 附 金 151,000

18 繰 入 金 908,205

 1 特 別 会 計 繰 入 金 21

 2 基 金 繰 入 金 908,184

19 繰 越 金 150,000

 1 繰 越 金 150,000

20 諸 収 入 651,873

 1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 60,000

 2 市 預 金 利 子 30

 3 貸 付 金 元 利 収 入 38,391

 4 受 託 事 業 収 入 231

 5 雑 入 553,221

21 市 債 1,471,700

 1 市 債 1,471,700

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 23,456,000



（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 議 会 費 201,981

 1 議 会 費 201,981

 2 総 務 費 2,810,936

 1 総 務 管 理 費 2,180,386

 2 徴 税 費 341,209

 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 139,690

 4 選 挙 費 62,626

 5 統 計 調 査 費 84,781

 6 監 査 委 員 費 2,244

 3 民 生 費 9,599,296

 1 社 会 福 祉 費 4,039,616

 2 児 童 福 祉 費 4,353,590

 3 生 活 保 護 費 1,206,090

 4 衛 生 費 2,077,580

 1 保 健 衛 生 費 804,359

 2 清 掃 費 1,273,221

 5 労 働 費 842

 1 労 働 諸 費 842

 6 農 林 水 産 業 費 306,986

 1 農 業 費 294,855

 2 林 業 費 3,583

 3 水 産 業 費 8,548
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（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 7 商 工 費 231,938

 1 商 工 費 231,938

 8 土 木 費 1,864,023

 1 土 木 管 理 費 33,272

 2 道 路 橋 り ょ う 費 988,433

 3 都 市 計 画 費 283,484

 4 下 水 道 費 446,951

 5 住 宅 費 111,883

 9 消 防 費 1,011,191

 1 消 防 費 1,011,191

10 教 育 費 3,399,296

 1 教 育 総 務 費 441,598

 2 小 学 校 費 457,138

 3 中 学 校 費 272,336

 4 幼 稚 園 費 198,874

 5 社 会 教 育 費 867,531

 6 保 健 体 育 費 1,161,819

11 災 害 復 旧 費 4,000

 1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 4,000

12 公 債 費 1,802,433

 1 公 債 費 1,802,433

13 諸 支 出 金 95,498



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 基 金 費 95,498

14 予 備 費 50,000

 1 予 備 費 50,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 23,456,000
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第２表　債務負担行為

(単位：千円)

事　　　　　　項 期　　　　　　間 限　　　　度　　　　額

戸籍システム賃貸借 平成32年度から　平成36年度まで 68,970

都市計画マスタープラン改定業務委託 平成32年度 12,012



第３表　地方債
（単位：千円）

起　債　の　目　的　　 限　度　額 起債の方法 利　　率 償　還　の　方　法

防災施設整備事業 14,200

災害援護資金貸付事業 2,500

保育園施設整備事業 21,700

ごみ処理施設大規模改修事業 18,100

平成２６年度市場公募債借換債（保健センター整備事業） 56,000

し尿処理施設大規模改修事業 29,800

農業農村整備事業 10,800

公共施設等整備事業 5,600

道路整備事業 227,700

道路整備事業（社会資本整備総合交付金） 65,600

区画道路整備事業 90,500

公営住宅建設事業 15,000

鹿島神宮駅前広場整備事業 163,500

消防施設整備事業 4,100

中学校大規模改造事業 18,300

中学校施設整備事業 9,200

社会教育施設等整備事業 229,000

北海浜多目的球技場整備事業 6,400

カシマスポーツセンター大規模改造事業 222,100

学校プール解体撤去事業 31,600

臨時財政対策債 230,000

計 1,471,700

　 普通貸借
 　　又は
 　証券発行
（他の地方公共
団体との共同発
行を含む）

        4.0％以内

　ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金につ
いて，利率の見直しを
行った後においては，当
該見直し後の利率

　政府資金については，その融資条
件により，銀行その他の場合には，
その債権者と協定するものによる。
ただし，市財政の都合により据置期
間及び償還期限を短縮し，又は繰上
償還若しくは低利に借換えすること
ができる。
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鹿 嶋 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

平 成 ３ １ 年 度
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議案第２号 

 

平成３１年度鹿嶋市国民健康保険特別会計予算 

 

 平成３１年度鹿嶋市国民健康保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ７,７７８,４７５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

  （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，１００,０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のと

おりと定める。 

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

   平成３１年２月１５日提出 

鹿嶋市長 錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 国 民 健 康 保 険 税 1,599,101

 1 国 民 健 康 保 険 税 1,599,101

 2 一 部 負 担 金 2

 1 一 部 負 担 金 2

 3 使 用 料 及 び 手 数 料 500

 1 手 数 料 500

 4 国 庫 支 出 金 10,343

 1 国 庫 負 担 金 7,774

 2 国 庫 補 助 金 2,569

 5 県 支 出 金 5,599,268

 1 県 負 担 金 5,599,268

 6 財 産 収 入 144

 1 財 産 運 用 収 入 144

 7 繰 入 金 505,974

 1 他 会 計 繰 入 金 411,023

 2 基 金 繰 入 金 94,951

 8 繰 越 金 1

 1 繰 越 金 1

 9 諸 収 入 63,142

 1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 50,003

 2 預 金 利 子 1

 3 受 託 事 業 収 入 1



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 4 雑 入 13,137

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 7,778,475
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（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 総 務 費 41,033

 1 総 務 管 理 費 28,712

 2 徴 税 費 12,005

 3 運 営 協 議 会 費 316

 2 保 険 給 付 費 5,598,331

 1 療 養 諸 費 4,845,342

 2 高 額 療 養 諸 費 711,689

 3 移 送 費 200

 4 出 産 育 児 諸 費 33,600

 5 葬 祭 諸 費 7,500

 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 2,060,392

 1 医 療 給 付 費 分 1,444,459

 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 467,948

 3 介 護 納 付 金 分 147,985

 4 共 同 事 業 拠 出 金 3

 1 共 同 事 業 拠 出 金 3

 5 保 健 事 業 費 59,699

 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 50,990

 2 保 健 事 業 費 8,709

 6 積 立 金 144

 1 基 金 積 立 金 144

 7 諸 支 出 金 8,873



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 8,873

 8 予 備 費 10,000

 1 予 備 費 10,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 7,778,475
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平 成 ３ １ 年 度

鹿 嶋市後期 高齢者医 療 特別 会 計 予算
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議案第３号 

 

平成３１年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 平成３１年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ６９７,６５１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 

   平成３１年２月１５日提出 

鹿嶋市長 錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 555,733

 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 555,733

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 20

 1 手 数 料 20

 3 繰 入 金 139,548

 1 一 般 会 計 繰 入 金 139,548

 4 繰 越 金 500

 1 繰 越 金 500

 5 諸 収 入 1,850

 1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 300

 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1,550

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 697,651

（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 696,081

 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 696,081

 2 諸 支 出 金 1,570

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1,550

 2 繰 出 金 20

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 697,651



鹿 嶋 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平 成 ３ １ 年 度
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議案第４号 

 

   平成３１年度鹿嶋市介護保険特別会計予算 

 

 平成３１年度鹿嶋市介護保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ４,３２３,８３０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

  （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，５０,０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次の 

 とおりと定める。 

 （１) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

   平成３１年２月１５日提出 

鹿嶋市長 錦 織 孝 一      
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 保 険 料 1,159,020

 1 介 護 保 険 料 1,159,020

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 21

 1 手 数 料 21

 3 国 庫 支 出 金 831,970

 1 国 庫 負 担 金 703,350

 2 国 庫 補 助 金 128,620

 4 支 払 基 金 交 付 金 1,116,903

 1 支 払 基 金 交 付 金 1,116,903

 5 県 支 出 金 625,215

 1 県 負 担 金 587,104

 2 県 補 助 金 38,111

 6 財 産 収 入 202

 1 財 産 運 用 収 入 202

 7 繰 入 金 590,291

 1 一 般 会 計 繰 入 金 590,290

 2 基 金 繰 入 金 1

 8 繰 越 金 1

 1 繰 越 金 1

 9 諸 収 入 207

 1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 202

 2 預 金 利 子 1



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 3 雑 入 4

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 4,323,830

- 21 -
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（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 総 務 費 45,789

 1 総 務 管 理 費 5,385

 2 徴 収 費 4,756

 3 介 護 認 定 審 査 会 費 34,730

 4 趣 旨 普 及 費 918

 2 保 険 給 付 費 3,993,904

 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 3,591,153

 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 103,338

 3 そ の 他 諸 費 3,115

 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 79,793

 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 10,997

 6 特 別 給 付 費 23,282

 7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 182,226

 3 地 域 支 援 事 業 費 256,212

 1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 166,058

 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 90,154

 4 積 立 金 23,913

 1 基 金 積 立 金 23,913

 5 諸 支 出 金 1,012

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1,011

 2 繰 出 金 1

 6 予 備 費 3,000



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 予 備 費 3,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 4,323,830

- 23 -



- 24 -



平 成 ３ １ 年 度

鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部

土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算
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議案第５号 

 

平成３１年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計予算 

 

  平成３１年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１２３,０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。  

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，１００,０００千円と定める｡ 

 

 

   平成３１年２月１５日提出 

                                          鹿嶋市長 錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 分 担 金 及 び 負 担 金 62,738

 1 負 担 金 62,738

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 2

 1 手 数 料 2

 3 財 産 収 入 258

 1 財 産 運 用 収 入 258

 4 繰 入 金 60,000

 1 他 会 計 繰 入 金 60,000

 5 繰 越 金 1

 1 繰 越 金 1

 6 諸 収 入 1

 1 雑 入 1

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 123,000



（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 都 市 計 画 費 118,837

 1 土 地 区 画 整 理 費 118,837

 2 公 債 費 167

 1 公 債 費 167

 3 諸 支 出 金 2,996

 1 基 金 費 2,996

 4 予 備 費 1,000

 1 予 備 費 1,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 123,000

- 27 -
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平 成 ３ １ 年 度

鹿 嶋 市 農 業 集 落 排 水 特 別 会 計 予 算
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議案第６号 

 

平成３１年度鹿嶋市農業集落排水特別会計予算 

 

 平成３１年度鹿嶋市農業集落排水特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ７１,１８５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。  

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，３０,０００千円と定める。 

 

 

      平成３１年２月１５日提出 

                                                     鹿嶋市長  錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 分 担 金 及 び 負 担 金 11

 1 負 担 金 11

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 19,468

 1 使 用 料 19,468

 3 県 支 出 金 6,760

 1 県 補 助 金 6,760

 4 繰 入 金 33,925

 1 他 会 計 繰 入 金 33,925

 5 繰 越 金 11,000

 1 繰 越 金 11,000

 6 諸 収 入 21

 1 雑 入 21

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 71,185

（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 農 業 集 落 排 水 費 36,260

 1 総 務 管 理 費 36,260

 2 公 債 費 33,925

 1 公 債 費 33,925

 3 予 備 費 1,000

 1 予 備 費 1,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 71,185



鹿 嶋 市 墓 地 特 別 会 計 予 算

平 成 ３ １ 年 度
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議案第７号 

 

平成３１年度鹿嶋市墓地特別会計予算 

 

 平成３１年度鹿嶋市墓地特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

  (歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１７,７１２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

  （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，１０,０００千円と定める。 

 

 

平成３１年２月１５日提出 

                                       鹿嶋市長  錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 使 用 料 及 び 手 数 料 11,712

 1 使 用 料 11,710

 2 手 数 料 2

 2 繰 越 金 6,000

 1 繰 越 金 6,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 17,712

（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 墓 園 費 11,419

 1 墓 園 費 11,419

 2 公 債 費 6,093

 1 公 債 費 6,093

 3 予 備 費 200

 1 予 備 費 200

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 17,712



鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計予算

平 成 ３ １ 年 度
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議案第８号 

 

平成３１年度鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計予算 

 

 平成３１年度鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計の予算は，次に定めるところによる｡ 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ２６０,０００千円と定める｡ 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による｡ 

 

 

   平成３１年２月１５日提出 

                                          鹿嶋市長 錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 繰 替 金 収 入 260,000

 1 繰 替 金 収 入 260,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 260,000

（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 集 合 支 払 費 260,000

 1 集 合 支 払 費 260,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 260,000



平 成 ３ １ 年 度

鹿 嶋 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算





議案第９号

　（総則）

第１条　　平成３１年度鹿嶋市下水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は，次のとおりとする。　

 (１) １４,５００ 戸

 (２) ４,０００,０００ ｍ3

 (３) １０,９５９ ｍ3

 (４)主要な建設改良事業

　下水道建設費（社総交） ７９,２９０ 千円

　下水道建設費（防災・安全） ５７４,０００ 千円

　下水道建設費（単独）　 ２０１,９４４ 千円

　（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。　

 収　入　第１款　　下 水 道 事 業 収 益 １,４８９,２０５ 千円

９９９,５３５ 千円

４８９,６７０ 千円

 支　出　第１款　　下 水 道 事 業 費 用 １,４３３,４２８ 千円

１,２７５,５５９ 千円

１４６,５８９ 千円

６,２８０ 千円

５,０００ 千円

　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４８５，２７５

  千円は，消費税及び地方消費税資本的収支調整額，過年度及び当年度損益勘定留保資金にて補てんする。）。

   第１項　　営　業　費　用

   第２項　　営 業 外 収 益

   第４項　　予　　備　　費

   第１項　　営　業　収　益

　　　平成３１年度鹿嶋市下水道事業会計予算

   第３項　　特　別　損　失

   第２項　　営 業 外 費 用

水 洗 化 戸 数

年 間 総 処 理 水 量

一日平均処理水量

- 35 -
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 収　入　第１款　　資 本 的 収 入 千円

       第１項 千円

       第２項 千円

       第３項 千円

       第４項 千円

 支　出　第１款　　資 本 的 支 出 千円

　 　        第１項 千円

　 　 千円

千円

千円

　（債務負担行為） 　

第５条　債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。　

（単位：千円）

　（企業債） 　

第６条　起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。　

（単位：千円）

計

起債の目的

９０２,７７０

５４８,０００

３１３,２４５

１６,５２５

１,３８８,０４５

548,000

35,475

限度額

　下水道資本費平準化債

491,800

56,200

　公共下水道整備事業 　政府資金については，その融資条件によ
り，銀行その他の場合には，その債権者と
協定するものによる。ただし，企業財政そ
の他の都合により据置期間及び償還期限を
短縮し，又は繰上償還若しくは低利に借換
えすることができる。

　　4.0％以内
　ただし，利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て，利率の見直し
を行った後におい
ては，当該見直し
後の利率

  普通貸借
    又は
  証券発行

企 業 債

固 定 資 産購 入費

建 設 改 良 費

国 庫 補 助 金

負担金及び分担金

起債の方法

他 会 計 出 資 金

事　　　　　　項

　下水汚泥処分委託

       第３項

       第２項
企 業 債 償 還 金

期　　　　間

平成32年度

償還の方法

２５,０００

       第４項 基 金 積 立 金 １６

８８１,１９１

１８,０００

４８８,８３８

限　　度　　額

利率



　（一時借入金）

第７条　一時借入金の借入れの最高限度額は，４００，０００千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

(１) 営業費用，営業外費用，特別損失の各項に係る経費

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額

　に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

(１) 職員給与費　 ６１,４３３ 千円

(２) 賞与等引当金繰入額 ５,３４７ 千円

　（他会計からの補助金）

第１０条　下水道事業安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，３００，０９８千円である。

　

  　　　 　　 鹿嶋市長　錦　織　孝　一　　　

　　　平成３１年２月１５日提出
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平 成 ３ １ 年 度

鹿 嶋 市 水 道 事 業 会 計 予 算





議案第１０号

　（総則）

第１条　　平成３１年度鹿嶋市水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は，次のとおりとする。　

 (１) １７,０００ 戸

 (２) ５,１１０,０００ ｍ3

 (３) １４,０００ ｍ3

 (４)主要な建設改良工事   配水施設工事 １５８,９３２ 千円

　（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。　

 収　入　第１款　　事　業　収　益 １,４６７,８００ 千円

１,４３９,９２９ 千円

２７,８７１ 千円

 支　出　第１款　　事　　業　　費 １,４７９,２００ 千円

１,３９２,５２１ 千円

８１,６７９ 千円

５,０００ 千円

　（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１６４，３３１

  千円は，消費税及び地方消費税資本的収支調整額，過年度及び当年度分損益勘定留保資金にて補てんする。）。

　　　平成３１年度鹿嶋市水道事業会計予算

   第３項　　予　　備　　費

   第２項　　営 業 外 費 用

給 水 戸 数

年 間 総 給 水 量

一 日 平 均 給 水 量

   第１項　　営　業　費　用

   第２項　　営 業 外 収 益

   第１項　　営　業　収　益
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 収　入　第１款　　資 本 的 収 入 １２３,４０８ 千円

       第１項 ８０,０００ 千円

       第２項 １４,０００ 千円

       第３項 １９,８３３ 千円

　        第４項 ９,５７５ 千円

 支　出　第１款　　資 本 的 支 出 ２８７,７３９ 千円

　 　        第１項 １６３,９７２ 千円

　 　 １２２,２９７ 千円

１,４７０ 千円

　（企業債） 　

第５条　起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。　

起債の目的 配水施設整備事業及び老朽管更新事業

限　度　額

起債の方法 普通貸借

利　　　率  ４．０％以内　ただし，利率見直し方式で借り入れる資金について，利率の見直しを行った後

償還の方法

還若しくは低利に借換えすることができる。

　（一時借入金）

第６条　一時借入金の借入れの最高限度額は，１００，０００千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

(１) 営  業  費  用

(２)

については，当該見直し後の利率

のによる。ただし，企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し，又は繰上償
政府資金については，その融資条件により，銀行その他の場合には，その債権者と協定するも

営 業 外 費 用

国庫補助金返還金

８０，０００千円

負 担 金

企 業 債

企 業 債 償 還 金

建 設 改 良 費

出 資 金

補 助 金

       第３項

       第２項



　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の

　金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

(１) 職 員 給 与 費　 ４４，９６４ 千円

(２) 交　　際　　費　 １００ 千円

(３) 賞与等引当金繰入額 ３，５６０ 千円

　（たな卸資産購入限度額）

第９条　たな卸資産の購入限度額は，９，０００千円と定める。

　

　  　 鹿嶋市長　錦　織　孝　一

　　　平成３１年２月１５日提出
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平 成 ３ １ 年 度

鹿 嶋 市 大 野 区 域 水 道 事 業 会 計 予 算





議案第１１号

　（総則）

第１条　　平成３１年度鹿嶋市大野区域水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は，次のとおりとする。　

 (１) ４,１００ 戸
 (２) ６８９,９１０ ｍ3

 (３) １,８８５ ｍ3

 (４)主要な建設改良工事   配水施設工事 ９９,５２２ 千円

　（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。　

 収　入　第１款　　事　業　収　益 ３３２,９３３ 千円
１９７,４０６ 千円
１３５,５２７ 千円

 支　出　第１款　　事　　業　　費 ３６３,４６８ 千円
３２５,０６０ 千円
３７,４０８ 千円
１,０００ 千円

　（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１１９，９７３千

  円は，消費税及び地方消費税資本的収支調整額，過年度及び当年度分損益勘定留保資金にて補てんする。）。

一 日 平 均 給 水 量

　　　平成３１年度鹿嶋市大野区域水道事業会計予算

   第３項　　予　　備　　費

   第１項　　営　業　収　益

   第２項　　営 業 外 収 益

   第１項　　営　業　費　用

   第２項　　営 業 外 費 用

給 水 戸 数

年 間 総 給 水 量
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 収　入　第１款　　資 本 的 収 入 ９４,０７５ 千円

       第１項 ４５,０００ 千円

       第２項 ２３,０００ 千円

       第３項 ２３,０００ 千円

　        第４項 ３,０７５ 千円

 支　出　第１款　　資 本 的 支 出 ２１４,０４８ 千円

　 　        第１項 １００,９４６ 千円

　 　        第２項 １１３,１０２ 千円

　（企業債） 　

第５条　起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。　

起債の目的 配水施設整備事業  

限　度　額

起債の方法 普通貸借

利　　　率  

償還の方法

還若しくは低利に借換えすることができる。

　（一時借入金）

第６条　一時借入金の借入れの最高限度額は，１００，０００千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

(１) 営  業  費  用

(２)

企 業 債

負 担 金

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

出 資 金

補 助 金

４５，０００千円

については，当該見直し後の利率

政府資金については，その融資条件により，銀行その他の場合には，その債権者と協定するも

のによる。ただし，企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し，又は繰上償

営 業 外 費 用

４．０％以内　ただし，利率見直し方式で借り入れる資金について，利率の見直しを行った後



　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

　に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

(１) 職 員 給 与 費　 ４,８４５ 千円

(２) 交　　際　　費　 ５０ 千円

(３) 賞与等引当金繰入額 ３８０ 千円

　（他会計からの補助金）

第９条　大野区域水道事業のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，８１，７７８千円である。　　　　　

　（たな卸資産購入限度額）

第１０条　たな卸資産の購入限度額は，３，０００千円と定める。

　

　　　平成３１年２月１５日提出

　　　 鹿嶋市長　錦　織　孝　一

第８条　次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額
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